
◎特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関

する法律 
（令和二年六月三日法律第三八号）   

一、提案理由（令和二年四月三日・衆議院経済産業委員会） 

○梶山国務大臣 ただいま議題となりました特定高度情報通信技術活用システムの開発

供給及び導入の促進に関する法律案及び特定デジタルプラットフォームの透明性及び公

正性の向上に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案につ

きまして、その趣旨を御説明申し上げます。 

 近年の情報通信技術の発達により、世界的規模でデータを活用した新たな産業が創出

される中、デジタルプラットフォームは、中小企業等に販路開拓のチャンスを提供する

など、我が国の国民生活、経済活動にさまざまな便益をもたらす重要な存在となってい

ます。他方で、一部の市場においては、デジタルプラットフォームで取引を行う中小企

業等から、取引の透明性、公正性が低いといった懸念が指摘されています。 

 こうした背景を踏まえ、変化の激しいデジタル市場において、安全、安心に取引が行

える環境の整備と、イノベーションの促進を両立させることが必要です。このため、デ

ジタルプラットフォームを提供する事業者の自主的かつ積極的な取組を基本としつつ、

デジタルプラットフォームで取引を行う中小企業等との間の相互理解を促進することに

よって、取引の透明性、公正性を向上させるために必要な措置を講ずるべく、本法律案

を提出した次第であります。 

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 

 第一に、国民生活への影響の大きさや取引の実情等を踏まえて設定する事業の区分ご

とに、一定の規模以上であるデジタルプラットフォームを提供する事業者を、取引の透

明性及び公正性の向上が特に必要な特定デジタルプラットフォーム提供者として指定し

ます。 

 第二に、特定デジタルプラットフォーム提供者に対して、その主要な提供条件や取引

を拒絶する場合の理由等の開示を求めるとともに、デジタルプラットフォームで取引を

行う中小企業等との間の相互理解を促進するための手続や体制の整備等の措置をとるこ

とを求めます。 

 第三に、特定デジタルプラットフォーム提供者がこのような取組の実施状況に関する

報告書を国に提出し、利用者等の意見も聞いた上で国がその評価を行う仕組みを設けま

す。また、その評価の結果は公表し、取引の透明性及び公正性の自主的な向上を促進し

ます。 

 このほか、公正取引委員会への措置請求や、内外の別を問わず命令等の措置を行うた

めに必要な手続等を整備します。 



 以上が、両法律案の提案理由及びその要旨であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

二、衆議院経済産業委員長報告（令和二年四月二三日） 

○富田茂之君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案は、

デジタルプラットフォーム提供者の自主性及び自律性に配慮しつつ、商品等提供利用者

等の利益の保護が課題となっている状況に鑑み、特定デジタルプラットフォーム提供者

の指定、同提供者による提供条件等の開示、及び特定デジタルプラットフォームの透明

性及び公正性についての評価等の措置を講ずるものであります。 

 両案は、去る四月三日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に

付託されました。 

 本委員会におきましては、同日梶山経済産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、

十日に質疑に入り、十四日両案につきそれぞれ参考人から意見を聴取し、十七日に質疑

を終局いたしました。 

 質疑終局後、まず、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に

関する法律案について討論、採決を行った結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり

可決すべきものと議決いたしました。 

 次に、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案につ

いて、日本共産党から、特定デジタルプラットフォーム提供者の遵守事項の追加等を内

容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取した後、原案及び修正案について採決を

行った結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって原案のとお

り可決すべきものと議決いたしました。 

 なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和二年四月一七日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について十分配慮すべきである。 

一 特定デジタルプラットフォーム提供者の対象範囲については、プラットフォームビ

ジネスの市場変化のスピードが速いこと、また、現状において商品等提供利用者との

間で契約の合理性・対等性等の課題が指摘されていることを踏まえ、取引現場におい

て必要とされる規制等を適時確認する調査を実施し、デジタルプラットフォームのイ

ノベーションが阻害されることのないよう留意しつつ、国内外のデジタルプラットフ

ォーム提供者に同一の規律を及ぼすとともに、必要とされる見直しの検討を行うこと。 

二 特定デジタルプラットフォーム提供者が経済産業大臣に提出する報告書の評価に当

たっては、迅速性も踏まえつつ、利用者又はその組織する団体、学識経験者等から幅



広く意見を聴くことで、商品等提供利用者や一般利用者の保護を図るとともに、特定

デジタルプラットフォーム提供者とも十分なコミュニケーションを図り、当該特定デ

ジタルプラットフォームの透明性及び公正性の実効性確保に資するよう、適切な実施

に努めること。 

三 特定デジタルプラットフォームに係る苦情処理及び紛争解決については、中小企業

者等の利用者にとって過度な負担とならない、簡便かつ迅速な苦情処理及び紛争解決

のための体制の整備を図るとともに、当事者間の苦情処理や紛争解決の適切性、妥当

性が客観的に評価できるようなシステムの構築を検討すること。 

四 本法の実効性を高め、とりわけ中小企業者等の利用者の意見等について迅速に対応

するため、諸外国における取組等を踏まえながら、外部の知見を得るために専門人材

等を積極的に活用し、利用者、特定デジタルプラットフォーム提供者等の関係者間に

おいて課題を適時共有するとともに、相互理解の促進を図るよう体制整備に努めるこ

と。 

三、参議院経済産業委員長報告（令和二年五月二七日） 

○礒崎哲史君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案は、

デジタルプラットフォーム提供者の自主性及び自律性に配慮しつつ、商品等提供利用者

等の利益の保護を図ることが課題となっている状況に鑑み、特定デジタルプラットフォ

ーム提供者の指定、同提供者による提供条件等の開示、特定デジタルプラットフォーム

の透明性及び公正性についての評価等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取すると

ともに、特定高度情報通信技術活用システムに係る認定基準の在り方、中小企業や地方

における５Ｇ等の導入促進に向けた支援拡充の必要性、特定デジタルプラットフォーム

の指定に係る対象範囲の在り方、デジタルプラットフォームに対する規制の実効性確保

の方策、我が国企業の競争力強化や経済安全保障に対応した産業政策の重要性等につい

て質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 両法律案について質疑を終局し、日本共産党を代表して岩渕委員より、特定デジタル

プラットフォームに関する法律案に対し、特定デジタルプラットフォーム提供者の遵守

事項の追加等を内容とする修正案が提出されました。 

……………（略）…………… 

 次に、特定デジタルプラットフォームに関する法律案については、修正案は賛成少数

をもって否決され、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、両法律案に対してそれぞれ附帯決議を行いました。 



 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和二年五月二六日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 特定デジタルプラットフォーム提供者の指定については、市場の変化等に対応して、

デジタルプラットフォームの取引慣行等に関する調査を適時に実施し、必要な見直し

の検討を速やかに行うこと。その際、デジタルプラットフォームのイノベーションが

阻害されないこと、利用者の保護を十分図ること、国内外のデジタルプラットフォー

ム提供者に同一の規律を及ぼすことに特に留意すること。 

二 特定デジタルプラットフォーム提供者が経済産業大臣に提出する報告書の評価に当

たっては、利用者又はその組織する団体、学識経験者等から幅広く意見を聴くことで、

利用者の保護を図るとともに、特定デジタルプラットフォーム提供者とも十分なコミ

ュニケーションを図り、当該特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の迅

速かつ実効的な確保に資するよう、適切な実施に努めること。 

三 特定デジタルプラットフォームに係る苦情処理及び紛争解決については、中小企業

者等の利用者にとって過度な負担とならない、簡便かつ迅速な体制・手続の整備が図

られるよう努めるとともに、当事者間の苦情処理や紛争解決の適切性、妥当性が客観

的に評価されるシステムの構築を検討すること。また、特定デジタルプラットフォー

ム提供者の行為が「独占禁止法」に違反していると認めるときは、速やかに公正取引

委員会に対して、適当な措置をとることを求めること。 

四 本法の実効性を高め、とりわけ中小企業者等の利用者の意見等について迅速に対応

するため、諸外国における取組等を踏まえながら、外部の知見を得るために専門人材

等を積極的に活用し、利用者、特定デジタルプラットフォーム提供者等の関係者間の

相互理解の促進に向け、課題等を適時共有できる体制整備に努めること。また、デジ

タルプラットフォームに係る規律の在り方について、欧米などの諸外国の動向等を踏

まえつつ国際的な連携の取組を進めること。 

  右決議する。 

 


